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　平成27年 1 月 19 日

四日市市長　　　田中　俊行

都市整備部　道路管理課

四日市市告示第 21

　道路法(昭和２７年法律第１８０号)第１８条第1項の規定に基づき、次の市道の路線の区
域を決定する。

　なお、その関係図面は、四日市市都市整備部道路管理課において、公示の日から３週間一
般の縦覧に供する。



整　理 起　　点

番　号 終　　点

羽津中一丁目1745-8

羽津中一丁目1745-10

別名四丁目3979-1

別名四丁目3979-2

松本一丁目51-12

松本一丁目51-10

西坂部町字桜945-7

東坂部町字桜垣内2016-1

西坂部町字桜919-11

東坂部町字桜垣内2012-7

西坂部町字桜913-1

東坂部町字桜垣内2012-5

西坂部町字桜919-5

西坂部町字桜938-1

生桑町字川原崎288-1

生桑町字川原崎288-7

山城町字菖蒲谷694-14

山城町字菖蒲谷694-29

山城町字菖蒲谷694-42

山城町字菖蒲谷694-41

山城町字乳母子623-6

山城町字乳母子623-97

河原田町字里岸351-2

河原田町字里岸351-6

河原田町字里岸287-3

河原田町字里岸287-7

河原田町字福角592-5

河原田町字福角592-8

野田一丁目72-1

野田一丁目72-5

大字東阿倉川字宮ノ内609-1

大字東阿倉川字宮ノ内609-6

大字東阿倉川字北出口304-6

大字東阿倉川字北出口304-8

清水町1008-5

清水町1008-15
ＮＯ．１８

17 東阿倉川３３号線 6.0～12.5 42.4 ＮＯ．１７

18 清水８号線 5.1～10.1 111.2

ＮＯ．１５

16 東阿倉川３２号線 4.5～7.3 34.9 ＮＯ．１６

15 野田３４号線 6.0～7.7 54.6

ＮＯ．１３

14 河原田１２５号線 6.0～13.1 65.7 ＮＯ．１４

13 河原田１２４号線 4.5～11.2 34.9

ＮＯ．７

8 生桑１１７号線 6.1～9.6 68.9 ＮＯ．８

7 西坂部１０７号線 4.5～11.0 14.0

ＮＯ．５

6 西坂部１０６号線 5.0～13.5 53.0 ＮＯ．６

5 西坂部１０５号線 6.0～13.0 72.0

ＮＯ．３

4 西坂部１０４号線 6.0～12.5 146.5 ＮＯ．４

3 松本８９号線 5.0～9.0 33.4

ＮＯ．１

2 別名９４号線 4.5～10.1 28.7 ＮＯ．２

1 羽津６９号線 6.0～11.5 44.2

（区域決定）

路線名 幅員(m) 延長(m) 別添図
位置番号

ＮＯ．９

10 山城５４号線 6.0～13.0 35.3 ＮＯ．１０

9 山城５３号線 6.0～13.0 306.8

ＮＯ．１１

12 河原田１２３号線 6.0～13.0 58.7 ＮＯ．１２

11 山城５５号線 6.0～10.1 119.7


